
－1－ 

別添２ 

＜関係法令＞ 

 

特定商取引に関する法律（抜粋） 

第二条 この章及び第五十八条の四第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるも

のをいう。 

一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)

が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)

以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行

う商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供

契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の

提供 

二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所にお

いて呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引し

た者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧

客と売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役

務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役

務の提供 

２～３ 略 

４ この章並びに第五十八条の五及び第六十七条第一項において「指定権利」とは、

施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引にお

いて販売されるものであつて政令で定めるものをいう。  

 

※平成 21 年１１月３０日まで 

(定義) 

第二条 この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 

一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店そ

の他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申

込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償

で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して

行う指定役務の提供 

二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止め

て営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)か

ら売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定

権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約

を締結して行う指定役務の提供 

２、３ 略 

４ この章及び第六十七条第一項において「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売

される物品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受け

る権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、

「指定役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定める

ものをいう。 
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（訪問販売における氏名等の明示）  

第三条  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相

手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結につ

いて勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなけ

ればならない。  

 

第五条  販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場

合を除き、遅滞なく（前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに）、主務省令で定めるところ

により、同条各号の事項（同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する

事項に限る。）についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務

の提供を受ける者に交付しなければならない。  

一  営業所等以外の場所において、商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は役務に

つき役務提供契約を締結したとき（営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業

所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。）。  

二  営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約

の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。  

三  営業所等において、特定顧客と商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は役務に

つき役務提供契約を締結したとき。  

２  販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又

は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、

商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるとこ

ろにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の

解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に

交付しなければならない。  

 

（禁止行為）  

第六条  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結につ

いて勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解

除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。  

一  商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これ

らに類するものとして主務省令で定める事項  

二～七 略 

２～３ 略    

４  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘

をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他

政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約

又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。  

 
特定商取引に関する法律施行令（抜粋） 

(指定権利) 

第三条 法第二条第四項の指定権利は、別表第一に掲げる権利とする。 

 
※平成 21 年１１月３０日まで 

(指定商品等) 
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第三条 法第二条第四項の指定商品は、別表第一に掲げる物品とする。 

２、３ 略 

 

別表第１ 

一～三十一  略 

三十二 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療

器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器 

三十三～五十八 略 

 

特定商取引に関する法律施行規則（抜粋）  

（訪問販売における重要事項） 

第六条の二 法第六条第一項第一号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 

一 商品の効能 

二 商品の商標又は製造者名 

三 商品の販売数量 

四 商品の必要数量 

五 役務又は権利に係る役務の効果 

 

福岡県消費生活条例(抜粋) 

(不当な取引行為の禁止) 

第二十条 事業者は、消費者との間で行う商品等の取引に関し、次のいずれかに該当する行為であつて

規則で定めるもの(以下「不当な取引行為」という。)を行つてはならない。 

一 消費者に対し、商品等の売買又は提供に係る契約(以下「商品売買契約等」という。)の締結について

勧誘しようとして、消費者に迷惑を及ぼし、又は消費者を欺いて消費者に接触する行為 

二 消費者に対し、商品等に関する重要な情報を提供せず、誤信を招く情報を提供し、又は将来におけ

る不確実な事項について断定的な判断を提供して、商品売買契約等の締結を勧誘し、又は商品売買

契約等を締結させる行為 

三 消費者を威迫し、若しくは困惑させ、又は消費者の知識、能力若しくは経験の不足に乗じて、商品売

買契約等の締結を勧誘し、又は商品売買契約等を締結させる行為 

四～八 略 

２ 略 

 

(不当な取引行為に関する調査及び勧告) 

第二十一条 知事は、事業者が不当な取引行為を行つている疑いがあると認めるときは、速やかに必要な

調査を行うものとする。 

２ 略 

３ 知事は、事業者が不当な取引行為を行つていると認めるときは、当該事業者に対し、その取引に関して

改善するよう勧告することができる。 

４ 略 

 

福岡県消費生活条例施行規則(抜粋) 

第二条 条例第二十条第一項の不当な取引行為は、別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下

欄に定める行為とする。 
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別表(第二条関係) 

区分 不当な取引行為 

一 消費者に対し、商品等の売買又は提

供に係る契約(以下「商品売買契約等」と

いう。)の締結について勧誘しようとして

、消費者に迷惑を及ぼし、又は消費者を

欺いて消費者に接触する行為 

イ～ハ 略 

ニ ハに定めるもののほか、契約の勧誘又は締結を目的として

いるにもかかわらず、商品等の販売の意図を明らかにせず

、又は商品等の販売以外のことを主要な目的であるかのよう

に偽り 

消費者に接触する行為 

二 消費者に対し、商品等に関する重要な

情報を提供せず、誤信を招く情報を提供

し、又は将来における不確実な事項に

ついて断定的な判断を提供して、商品

売買契約等の締結を勧誘し、又は商品

売買契約等を締結させる行為 

イ～ハ 略 

ニ 商品等の品質、内容又は取引条件が実際のものよりも著し

く優良又は有利であると、人を誤認させるような表現を用い

て、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

ホ～チ 略 

三 消費者を威迫し、若しくは困惑させ、

又は消費者の知識､能力若しくは経

験の不足に乗じて、商品売買契約等

の締結を勧誘し、又は商品売買契約

等を締結させる行為 

イ～ニ 略 

ホ 商品等を販売する目的で、無償又は著しく廉価の商品

等を提供することにより、消費者の心理的負担を利用し

て、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

ヘ 消費者が集まっている場所において、又は消費者を集

めたうえで、主たる販売目的以外の商品等を意図的に無

償又は著しく廉価で提供すること等により、不当に消費

者の購買意欲をあおり、又は消費者を正常な判断ができ

ない状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締

結させる行為 

ト～ヲ 略 

四～八 略  

 


